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この情報は、介護保険に関する長野市からのお知らせ・お願いなどを掲載しています。 
 
 ※【別紙】につきましては、長野市ホームページからご覧ください。 
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長野市介護保険フレッシュ情報 
 

 V o l .５８６ 

介 護 保 険 課 

長野市ホームページでもご覧いただけます。 
長野市トップページ＞ＭＥＮＵ＞健康・医療・福祉＞ 

高齢者福祉・介護＞介護保険＞長野市介護保険フレッシュ情報 
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居宅介護支援事業所 特定事業所集中減算届出書の提出について【令和５年度後期

（判定期間：令和５年９月１日～令和６年２月29日）】 

 

このことについて、次のとおりご提出をお願いします。 

 

１．判定期間：令和５年度後期（令和５年９月１日～令和６年２月29日） 

   

２．提出が必要な事業所 

  ○いずれかのサービスについて、紹介率最高法人の割合が80％を超えている場合 

※正当な理由の有無にかかわらず提出が必要です。 

  ○特定事業所集中減算の適用の有無が前回の判定から変更になる場合 

 

３．提出書類 

  ①介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 

  ②介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 

  ③特定事業所集中減算届出書（様式１） 

  ④（必要に応じて）「正当な理由」に関する添付書類（様式２～４他） 

 

４．提出期限：令和６年３月15日（金曜日） 

 

５．提 出 先：長野市高齢者活躍支援課介護施設担当 

 

６．そ の 他 

・提出書類の様式、通知等については、長野市ホームページに掲載しています。 

 

 長野市トップページ → MENU → 健康・医療・福祉 → 高齢者福祉・介護 

→ 介護保険に関する申請・届出 → 居宅介護支援・地域密着型サービス等事業 

→ 居宅介護支援、地域密着型サービス等事業の介護給付費算定に係る届出 

 

 または、以下のURLからご確認ください。 

https://www.city.nagano.nagano.jp/n101000/contents/p002496.html 
 

・紹介率最高法人の割合が80％を超えたことについて、「正当な理由」がある場合は減算とな

りませんが、長野市が審査した結果、記載された理由を不適当と判断した場合は、減算が適

用されることとなります。 

 

 ・特定事業所集中減算届出書（様式１）は、届出の必要性の有無にかかわらず、全ての居宅介

護支援事業所が作成し、２年間保存しなければなりません。 

 

問い合わせ先：高齢者活躍支援課 介護施設担当 

    ＴＥＬ：０２６－２２４－５０９４（直通） 

 

 

 

 

https://www.city.nagano.nagano.jp/n101000/contents/p002496.html
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令和６年度事業所評価加算の対象事業所の決定について 
 

令和６年度の事業所評価加算の算定の可否について、国保連合会の審査の結果、評価基準

に適合及び不適合事業所を決定しました。 

つきましては、当該加算について利用者に必ず周知し、適切に算定を行うようお願いいた

します。 

なお、評価基準に適合した事業所については、長野市ホームページに公表してあります。 

 
問い合わせ先：高齢者活躍支援課 介護施設担当  

ＴＥＬ：０２６－２２４－５０９４（直通）  
 

 

 

介護予防支援事業に係る指定申請について 
 

令和６年の介護保険法改正に伴い、令和６年４月から、居宅介護支援事業者が市町村の指定を

受けて介護予防支援を行うことが可能となります。指定を希望する事業者は、事前に地域包括ケ

ア推進課にお問い合わせください。  
 

１ 申請対象事業者  
  〇既に指定居宅介護支援事業所である事業者  
  〇新たに居宅介護支援事業と併せて指定申請する事業者  
 

問い合わせ先：長野市地域包括ケア推進課 企画・管理担当  
ＴＥＬ：０２６－２２４－７９３５（直通）  

メール：houkatsucare@city.nagano.lg.jp  
 

 

 

キャラバン・メイトの皆様へ 

「研修会」のご案内及び「令和６年度活動意向調査」のお願い 

 

日頃より認知症サポーターキャラバン・メイト等の認知症普及啓発活動へのご理解ご協力を

いただき、厚く御礼申し上げます。 

この度、「認知症サポーター講座」の講師役である、キャラバン・メイトの皆様を対象に、  
研修会を開催します。介護事業所（居宅・施設）に所属されているキャラバン・メイトの  
皆様もご参加ください。 

なお、併せて、令和６年度のキャラバン・メイトとしての活動について意向を確認させていた

だきたいので、【別紙２】にご記入いただき、ご返信くださいますようお願いします。  
  

◎ 日時 令和６年３月 25 日（月）午後２時～４時  
 ◎ 会場   長野市役所第二庁舎 10 階 講堂  
 ◎ 内容 (1) 認知症サポーター講座テキストの変更点について 

      (2) 情報交換  
 

mailto:houkatsucare@city.nagano.lg.jp
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詳細につきましては、【別紙１】（研修会案内）及び【別紙２】（活動意向調査）をご覧くださ

い。  
 

     問い合わせ先：地域包括ケア推進課（中部地域包括支援センター）  
ＴＥＬ：０２６－２２４－７１７４（直通）   

 

 

 

 

２月22日開催 令和５年度 長野市介護支援専門員研修会について 

 

 

 ２月22日開催の「令和５年度長野市介護支援専門員研修会」に多数のみなさんから申し込み

をいただき、ありがとうございました。 

 開催にあたりお願いがありますのでご確認お願いします。 

 

● 駐車場について 

  研修当日は多数のみなさまのご来場が見込まれますので、できるだけ相乗りでご来場い

ただきますようお願いします。 

また、市役所周辺は大変混雑が予想されますので、緑町立体駐車場又は第３駐車場をご利

用いただき、第２駐車場（第２庁舎まわりの駐車場）の利用はご遠慮ください。 

会場にお越しの際は、駐車券を忘れずにお持ちください。 

 

 ● 画板（クリップボード）について 

   研修会場には机がありません。メモを取られる方は画板（クリップボード）を持参くだ

さい。 

 

 

 問い合わせ：介護保険 課給付担当 

ＴＥＬ：０２６－２２４－７８７１ 

ＦＡＸ：０２６－２２４－８６９４ 

 

 

 

福祉用具の重大製品事故に係る情報提供について 

 

このことについて、厚生労働省老健局高齢者支援課より連絡がありました。 

消費者庁から公表されている消費生活用製品の重大製品事故のうち、令和６年２月12日

（月）～２月16日（金）の週において、福祉用具に係る事故が２件あり、これに関する事故に

ついて下記のとおり情報提供します。 

なお、令和３年３月22日号フレッシュ情報でお知らせしましたとおり、福祉用具の事故等に

関して、再発防止の観点から、情報収集を行うため、福祉用具に関する事故発生があった場合

は、長野市へご報告くださいますようお願いいたします。 

※ 福祉用具とは、福祉用具貸与の製品及び特定福祉用具購入の製品に限ります。 

 

消費者庁ホームページ（転記） 
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事故発生日 報告受理日 製品名 被害状況 事故内容 事故発生都道府県 

令和 6年 1月

27日 

令和6年2月8

日 

介護ベッ

ド用手す

り 

死亡1名 使用者（80歳代）が当

該製品の上側端部に

衣服の襟が引っかか

った状態で発見され、

死亡が確認された。当

該製品に起因するの

か、他の要因かも含め

、現在、原因を調査中

。 

和歌山県 

令和5年10月

27日 

令和6年2月9

日 

介護ベッ

ド 

死亡1名 使用者（90歳代）が当

該製品と床の間に挟

まった状態で発見さ

れ、病院に搬送後、死

亡が確認された。当該

製品に起因するのか、

他の要因かも含め、現

在、原因を調査中。 

徳島県 

 

    問い合わせ先：介護保険課 給付担当 

 ＴＥＬ：０２６－２２４－７８７１（直通） 
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【要介護・要支援認定者状況】（令和６年１月末日現在 地区別認定者数：20,695 人）  

地 区 名 
要支援

１ 

要支援

２ 

要介護

１ 

要介護

２ 

要介護

３ 

要介護

４ 

要介護

５ 
合 計 

第１地区 49 59 96 43 48 41 24 360 

第２地区 91 91 202 105 85 113 60 747 

第３地区 58 87 140 59 75 83 43 545 

第４地区 31 20 52 17 15 36 15 186 

第５地区 34 33 64 35 19 35 16 236 

芹田地区 169 153 309 127 104 159 80 1,101 

古牧地区 108 118 276 124 150 131 90 997 

三輪地区 169 171 285 133 115 153 75 1,101 

吉田地区 123 160 254 100 94 90 76 897 

古里地区 114 72 158 88 71 89 50 642 

柳原地区 58 44 90 46 25 51 23 337 

浅川地区 64 60 120 54 48 50 42 438 

大豆島地区 64 53 142 55 56 91 46 507 

朝陽地区 84 106 185 101 81 99 67 723 

若槻地区 179 168 320 134 119 179 107 1,206 

長沼地区 21 11 30 15 20 16 10 123 

安茂里地区 198 197 312 151 113 163 84 1,218 

小田切地区 14 14 23 7 16 19 6 99 

芋井地区 22 11 44 24 18 21 10 150 

篠ノ井地区 353 272 538 234 226 378 186 2,187 

松代地区 199 157 297 139 111 191 100 1,194 

若穂地区 129 92 147 78 60 92 58 656 

川中島地区 212 177 304 138 140 200 102 1,273 

更北地区 291 195 402 182 144 225 149 1,588 

七二会地区 20 21 48 21 37 32 11 190 

信更地区 33 25 31 18 22 29 9 167 

豊野地区 67 59 164 69 62 86 45 552 

戸隠地区 24 7 61 32 48 54 35 261 

鬼無里地区 30 12 42 23 23 24 12 166 

大岡地区 37 12 27 9 14 9 6 114 

信州新町地区 94 29 88 37 60 54 28 390 

中条地区 42 13 62 17 29 26 9 198 

市 外 17 9 28 17 19 39 17 146 

合計 

(現存者) 
3,198 2,708 5,341 2,432 2,267 3,058 1,691 20,695 
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今後も必要に応じ、「長野市介護保険フレッシュ情報」を作成し、居宅介護
支援事業者・居宅サービス事業者・介護保険施設の皆さんに必要情報をお知
らせしていく予定です。 

業務を行うに当たり、ご不明な点などがありましたら、介護保険課まで電
話またはＦＡＸ、Ｅメールでお気軽にお問い合わせください。 
 

《  問い合わせ先  》長野市保健福祉部 介護保険課 給付担当 
電    話： 026-224-7871（直通）/ Ｆ  Ａ  Ｘ： 026-224-8694 
Ｅメール： kaigo@city.nagano.lg.jp 

mailto:kaigo@city.nagano.lg.jp

